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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成22年２月26日に提出いたしました第28期(自　平成20年12月１日　至　平成21年11月30日)有価証券報告書の記載

事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　第一部　企業情報

　　第１　企業の概況

　　　５　従業員の状況

　　第４　提出会社の状況

　　　１　株式等の状況

　　　(8)　ストックオプション制度の内容

　　　６　コーポレート・ガバナンスの状況等

　　　(2)監査報酬の内容等

　　　①監査公認会計士等に対する報酬の内容

　　第７ 提出会社の参考情報

　　　２その他の参考情報

　　　

３【訂正箇所】

　　訂正箇所は　　　を付して表示しております。

 

第一部 【企業情報】

　第１ 【企業の概況】

　　５ 【従業員の状況】

（訂正前）

(１) ＜省略＞

 

　(２)提出会社の状況

平成21年11月30日現在

従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

60 35.2 4.8 5,277,615 

(注)１　従業員数は就業人員数であります。なお、臨時雇用者はおりません。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(３) ＜省略＞
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（訂正後）

(１) ＜省略＞

 

　(２)提出会社の状況

平成21年11月30日現在

従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

60 35.2 4.8 5,277,615 

(注)１　従業員数は就業人員数であります。なお、臨時雇用者はおりません。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数が前期末比10名減少しておりますが、その主な理由は自己都合の退職によるものであります。

 

 

　(３) ＜省略＞
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(8) 【ストックオプション制度の内容】

 

（訂正前）

当社は、ストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

①　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約

権を発行することを平成18年５月15日開催の臨時株主総会において特別決議されたもの

決議年月日 平成18年５月15日

付与対象者の区分及び人数 従業員10名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
  ―

(注)　付与対象者の従業員１名が取締役に就任し、２名が退職したことにより権利を喪失したため、付与対象者の

区分及び人数は、取締役１名、従業員７名となっております。

　　

②　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約

権を発行することを平成19年２月27日開催の定時株主総会において特別決議されたもの

決議年月日 平成19年２月27日

付与対象者の区分及び人数 従業員23名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 　―

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
　―

(注)　付与対象者の従業員６名が退職したことにより権利を喪失したため、付与対象者の区分及び人数は、従業員

17名となっております。
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（訂正後）

当社は、ストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

①　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約

権を発行することを平成18年５月15日開催の臨時株主総会において特別決議されたもの

決議年月日 平成18年５月15日

付与対象者の区分及び人数 従業員10名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―

(注)　付与対象者の従業員１名が取締役に就任し、２名が退職したことにより権利を喪失したため、付与対象者の区

分及び人数は、取締役１名、従業員７名となっております。

 

②　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約

権を発行することを平成19年２月27日開催の定時株主総会において特別決議されたもの

決議年月日 平成19年２月27日

付与対象者の区分及び人数 従業員23名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―

(注)　付与対象者の従業員６名が退職したことにより権利を喪失したため、付与対象者の区分及び人数は、従業員17

名となっております。
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③　会社法第361条に定める報酬として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及

び新株予約権の内容が、平成22年２月25日開催の定時株主総会において決議されたもの

決議年月日 平成22年２月25日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) （注）２

新株予約権の行使時の払込金額(円)１株当たり１円

新株予約権の行使期間 （注）３

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する

ものとします。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
―

　(注) １　付与対象者の人数の詳細は当社取締役会において決定します。

　　　　２　毎年定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の総数は、年額70百万円を新株予約権の割当

日の当社の株価、一定の基準により算出された株価変動率及び新株予約権の行使可能期間等の諸条件を織

り込んだブラック・ショールズ・モデルに基づき算出される新株予約権１個当たりの公正価額をもって除

して得られた数（整数未満の端数は切捨て）を上限とします。新株予約権１個の目的である株式の数（以

下「付与株式数」という。）は、１株とします。

ただし、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合を行う場合、次の算式によ

り付与株式数を調整します。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当

社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができます。

上記調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。

　　　　３　新株予約権の割当日から30年以内の範囲で、当社取締役会において定めます。

　　　　４　新株予約権者は上記（注）３の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を

行使することができるものとし、その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定

する取締役会において定めます。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　（訂正前）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社 ─ ─ 30 ─ 

連結子会社 ─ ─ 4 ─ 

計 ─ ─ 34 ─ 

 

　（訂正後）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社 ─ ─ 30 ─ 

連結子会社 ─ ─ ─ ─ 

計 ─ ─ 30 ─ 

 

第７ 【提出会社の参考情報】

２ 【その他の参考情報】

　（訂正前）

 (１)　＜省略＞

 (２)　＜省略＞

 (３)　＜省略＞

 (４)臨時報告書

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（監査公

認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書

平成21年３月25日　近畿財務局長に提出。
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　（訂正後）

 (１)　＜省略＞

 (２)　＜省略＞

 (３)　＜省略＞

 (４)臨時報告書

平成21年１月23日　近畿財務局長に提出

当社及び連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく

臨時報告書であります。

 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（監査公

認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書

平成21年３月25日　近畿財務局長に提出。

 

 (5) 臨時報告書の訂正報告書

平成21年２月２日 近畿財務局長に提出

平成21年１月23日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
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